
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） （4）

  令和７年１２月１日 

 No.178

⑺ 

練
馬
西
税
務
署 

署
長
講
演
・
税
務
講
習
会 

十
一
月
二
十
一
日
（
金
）
税
を
考
え
る
週

間
の
一
環
と
し
て
、
練
馬
西
税
務
署
職
員
に

よ
る
相
続
税
講
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

今
年
度
も
穏
や
か
な
小
春
日
和
に
恵
ま

れ
、
十
二
名
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

講
師
は
昨
年
同
様
、
練
馬
西
税
務
署
資

産
課
税
第
一
部
門
髙
橋
上
席
国
税
調
査
官

に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

は
じ
め
に
暮
ら
し
の
税
情
報
の
冊
子
を

元
に
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
ら
、
税
金

は
ど
の
よ
う
に
計
算
す
る
の
？
と
い
う
こ

と
で
、
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
に
な
り
、

譲
渡
所
得
の
計
算
方
法
の
説
明
か
ら
取
得

費
、
譲
渡
費
用
に
な
る
も
の
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。
譲
渡
費
用
の
基
本
的
な
考
え

方
は
、
売
る
た
め
の
費
用
は
入
れ
ら
れ
る

が
、
維
持
管
理
は
費
用
に
入
れ
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
、
売
却
の
た
め
の
取
り
壊
し
費
用

は
入
れ
ら
れ
る
が
、
リ
フ
ォ
ー
ム
は
入
れ

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
相
続
時
の
登
記
費
用

は
入
れ
ら
れ
る
と
の
こ
と
。
訴
訟
の
弁
護

士
費
用
、
遠
方
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
ど

こ
ま
で
入
れ
ら
れ
る
か
微
妙
な
所
が
あ
る

の
で
税
務
署
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
と
の

こ
と
で
し
た
。 

ま
た
、
相
続
で
取
得
し
た
土
地
、
建
物

を
過
去
に
買
い
換
え
の
特
例
を
使
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
税
務
署
に
確
認
し

練
馬
西
税
務
署
職
員
に
よ
る 

 

 

◆
税
を
考
え
る
週
間
の
一
環
と
し
て
◆ 

―
 

相
続
税
の
基
礎
的
な
内
容
か
ら
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
税
金
色
々 ―

 

 

第
七
回 

 

 

 

 

 

十
一
月
十
三
日
、
練
馬
区
立
勤
労
福
祉
会
館
に
於
い
て
、
令
和

七
年
度
納
税
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
会
か
ら
、
練
馬

西
税
務
署
長
表
彰
状
受
彰
者
一
名
、
感
謝
状
受
彰
者
三
名
、
計
四
名 

の
方
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。 

税
務
功
労
者
東
京
都
練
馬
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
贈
呈 

令
和
七
年
度
税
務
功
労
者
東
京
都
練
馬
都
税
事
務
所
長
感
謝
状
が
、
当
会

本
橋
稔
支
部
長
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

練
馬
西
税
務
署
長
表
彰
状 

 

支
部
長 

上 

原 

健 

一 

殿 

受
賞
者
の
皆
さ
ま
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

◎令和 7年１２月 27日（土）～令和 8年１月 4日（日）

まで、年末年始の休業となります。 

◎年末調整の手続きは、１月 9 日（金）までにお願いい

たします。決算時に年末調整の手続きは、できかね

ますのであらかじめご了承ください。 

◎相談等は全て予約制となります。お手数ですが、お

電話で予約の上お越しください。 

◎決算予約の往復はがきが届かない、または紛失した

方は、１２月２6日までにお電話で予約をお願いいた

します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

十
一
月
十
七
日
（
月
）
「
税
を
考
え

る
週
間
」
の
一
環
と
し
て
、
練
馬
西
税

務
署
川
村
貴
史
署
長
に
よ
る
講
演
を

十
七
名
の
ご
参
加
を
頂
き
開
催
致
し

ま
し
た
。 

川
村
署
長
は
千
葉
県
松
戸
市
の
ご

出
身
で
、
網
走
税
務
署
長
を
努
め
ら
れ

た
ご
縁
で
観
光
大
使
を
さ
れ
て
お
り 

「
オ
ホ
ー
ツ
ク
地
方
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
ご
講
演
を
頂
き
ま
し
た
。 

網
走
税
務
署
の
管
内
に
は
、
一
市
六

町
の
自
治
体
が
あ
り
、
管
内
総
面
積

は
、
東
京
二
十
三
区
の
五
・
四
倍
で
鳥

取
県
並
の
広
さ
に
な
る
そ
う
で
す
。 

実
際
に
署
長
が
撮
影
さ
れ
た
各
地

の
写
真
を
と
お
し
て
観
光
名
所
・
名
産

品
等
の
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
た
。 

相
続
税
講
習
会
開
催 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
、
当
会
本
多
保
幸
副
支
部
長
が
受
彰
さ
れ
ま

し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

練
馬
西
税
務
署
長
感
謝
状 

 

支
部
長 

鷹 

木 

稔 

臣 

殿 
 

支
部
長 

堀 

部 

京 

介 

殿 
 

副
支
部
長 

足 

立 

喜
久
枝 

殿 
 

▲署長講演の風景 

た
方
が
良
い
の
で
は
。
と
の
こ
と
。 

続
い
て
、
被
相
続
人
の
居
住
用
財
産
を
売

却
し
た
場
合
の
３
０
０
０
万
円
の
特
別
控

除
の
特
例
、
い
わ
ゆ
る
空
き
家
の
特
例
と
な

る
も
の
で
、
亡
く
な
っ
た
人
が
相
続
開
始
の

直
前
（
一
定
の
場
合
、
老
人
ホ
ー
ム
等
に
入

居
す
る
直
前
）
に
一
人
で
住
ん
で
い
た
家
と

そ
の
敷
地
を
相
続
し
た
人
が
、
相
続
開
始
の

日
か
ら
３
年
後
の
12
月
31
日
ま
で
に
、
そ

の
家
と
そ
の
敷
地
を
売
却
し
た
場
合
で
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
３

０
０
０
万
円
（
相
続
人
が
３
人
以
上
の
場
合

は
、
一
人
に
つ
き
２
０
０
０
万
円
）
の
特
別

控
除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
が
、
適
用
要
件
が
多
々
あ
る
の
で
、
万

が
一
期
限
後
に
な
っ
た
と
し
て
も
書
類
が

き
ち
ん
と
整
っ
て
か
ら
申
告
す
る
こ
と
が

重
要
。
と
の
こ
と
で
し
た
。 

贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
に
改

正
が
あ
り
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
有

効
活
用
も
節
税
の
一
つ
で
は
と
の
こ
と
。

今
年
も
多
岐
に
わ
た
っ
た
講
義
を
い
た
だ

き
受
講
者
に
と
て
も
好
評
で
し
た
。 

公
務
ご
多
忙
の
な
か
講
師
を
快
く
お

引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
髙
橋
上
席

国
税
調
査
官
、
ご
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
さ
ま
に
紙
面
を
お
借
り
し
て
感
謝 

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 
 
 

(

髙
橋)

 

 

練
馬
西
税
務
署 

納
税
表
彰
式 

 

 

 

 

▼
 

本
物
の
流
氷
に
ふ
れ
た
り
、
マ
イ

ナ
ス
15
度
を
体
験
で
き
る
「
オ
ホ
ー

ツ
ク
流
氷
館
」
、
北
海
道
開
拓
と
監
獄

受
刑
者
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
博
物
館

網
走
監
獄
所
」
、
二
十
八
・
一
㎞
続
く

直
線
道
路
が
ま
る
で
天
ま
で
続
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
呼
ば

れ
る
「
天
に
続
く
道
」
、「
ワ
カ
サ
ギ
釣

り
」
等
の
名
所
、
名
産
品
で
あ
る
き
ん

き
の
一
本
釣
り
の
美
味
し
さ
は
、
絶

品
だ
そ
う
で
す
。
署
長
の
地
域
へ
の

思
い
が
あ
ふ
れ
て
い
て
数
々
の
体
験

し
た
お
話
を
伺
い
実
際
に
行
っ
て
い

る
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
と
い
う
間
に

時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

第
二
部
は
、
個
人
課
税
第
一
部
門

大
森
幸
江
上
席
国
税
調
査
官
よ
り
、

令
和
七
年
度
税
制
改
正
の
「
個
人
所

得
税
」
の
中
で
、「
所
得
の
基
礎
控
除

の
引
上
げ
」「
給
与
所
得
控
除
の
最
低

保
障
額
の
引
上
げ
」「
大
学
生
年
代
の

親
へ
の
特
別
控
除
の
創
設
」
等
皆
様

に
関
係
す
る
内
容
の
ご
説
明
を
頂
き 

ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

公
務
ご
多
忙
の
中
、
ご
講

演
を
頂
き
ま
し
た
川
村
署

長
、
ご
臨
席
頂
き
ま
し
た 

 

藤
田
第
一
統
括
官
、
講
師
を

し
て
頂
い
た
大
森
上
席
調

査
官
、
ご
参
加
頂
き
ま
し
た

皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
(

高
田)

 

 
 

 

マル経融資のご案内 
～小規模事業者経営改善資金～ 

 

※融資限度額：２,０００万円 

※返 済 期 間：運転資金 10年以内 

※返 済 期 間：設備資金 10年以内 
 

■利率：2.1％（2025 年 12 月 1日現在） 

※担保・保証人不要（保証協会の保証も不要） 

※他に練馬区の利子補給 40％（最大 3 ヶ年） 

※利用できる方：従業員 20 名以下 

※1 年以上事業を行っている方 

※飲食業の設備資金も利用可能 
 

◇本融資は商工会議所の推薦で日本政策金融公 

庫より事業資金として貸し出されますが、審査 

の結果、ご希望に添えないことがあります。 
 

《窓口専門相談》 
 

本相談は、経営に関する相談に限定しております。 

会員・非会員の方問わず利用できます。 

 

【法律相談】毎月第 2 金曜日 

【法律相談】午後 1 時～4 時（30分単位） 

【法律相談】相談員：弁護士 相談無料  
 

【税務相談】1 月～ 3 月 毎週火曜日 

【税務相談】4 月～12 月 毎月第 2 火曜日 

【税務相談】午後 1 時～4 時（30分単位） 

【税務相談】相談員：税理士 相談無料 
 

【 】東京商工会議所練馬支部  

【 】練馬区練馬 1-17-1 Coconeri 4Ｆ 

 

講習会風景 

税務講習会 

 

練
馬
区
納
税
功
労
者
感
謝
状 

表
彰
式 

左
か
ら
鷹
木
支
部
長
、
上
原
支
部
長
、
梶
野
会
長
、

堀
部
支
部
長
、
足
立
副
支
部
長 



 

●
一
月
～
十
二
月
の
年
間
支
払
金
額 

（
証
明
書
は
不
要
で
す
。
） 

・
国
民
健
康
保
険
料 

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

・
介
護
保
険
料 

※
金
額
が
ご
不
明
の
方
は
、
事
前
に

区
・
市
役
所
に
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。 

●
医
療
費
控
除
の
明
細
書
作
成 

医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

は
、
明
細
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

※
作
成
方
法
に
つ
い
て
ご
不
明
な
方

は
、
事
前
に
練
馬
西
青
色
申
告
会

に
お
問
合
わ
せ
頂
く
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。 

※
医
療
費
の
領
収
書
は
確
定
申
告
期

限
等
か
ら
五
年
間
、
破
棄
せ
ず
に

必
ず
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。
（
税

務
署
か
ら
医
療
費
の
領
収
書
の
提

示
又
は
提
出
を
求
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
） 

 

●
満
期
保
険
金
が
あ
る
場
合 

保
険
会
社
か
ら
送
付
さ
れ
る
満

期
保
険
金
、
今
ま
で
に
支
払
っ
た

掛
金
ま
た
は
保
険
料
を
記
載
し
た

書
類
。 

※
書
類
が
な
い
場
合
は
そ
の
金
額
を

調
べ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

●
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー 

翌
年
分
の
デ
ー
タ
入
力
時
に
住 

所
、
氏
名
、
扶
養
者
名
、
減
価
償
却

費
等
の
変
更
・
追
加
・
削
除
等
の
入

力
時
間
の
短
縮
に
な
り
ま
す
。
（
事

務
局
で
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
） 

 
 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
） 

の
記
載 

・
確
定
申
告
す
る
ご
本
人 

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
場
合
） 

表
面
裏
面
の
コ
ピ
ー 

 

（
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
） 

通
知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書 

（
免
許
証
・
健
康
保
険
証
・
パ
ス 

ポ
ー
ト
等
）
の
コ
ピ
ー 

・
専
従
者
や
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満

の
方
を
含
む
。
） 

個
人
番
号
の
記
載
の
み 

●
会
計
ソ
フ
ト(

ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ 

以
外)

を
ご
利
用
の
方 

 

仕
訳
帳
・
現
金
出
納
帳
・
決
算
書

の
印
刷
さ
れ
た
も
の
。 

 

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
顔
写
真
付

き
）
に
よ
る
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
に

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

●
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
送
信
を
さ
れ
る
方 

①
利
用
者
証
明
用
暗
証
番
号
（
数

字
４
桁
） 

②
署
名
用
暗
証
番
号
（
英
数
字
混

合
の
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
） 

①
②
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
分
か
ら
な

い
場
合
は
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
が
出

来
ま
せ
ん
。 

※
二
回
目
以
降
の
申
告
は
①
の
み
で

送
信
で
き
ま
す
。 

●
青
色
申
告
決
算
書
に
売
上
・
仕
入

金
額
の
明
細
の
記
入
が
必
要
で
す
。 

①
売
上
・
仕
入
先
名
・
所
在
地 

②
登
録
番
号 

③
売
上
・
仕
入
先
ご
と
の
金
額 

※
登
録
番
号
を
記
載
さ
れ
た
方
は
、

①
の
記
載
は
省
略
可
能
で
す
。 

  

●
免
税
事
業
者
で 

イ
ン
ボ
イ
ス
の
登
録
を
さ
れ
た
方 

 

課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
で
も
消
費
税
の
申
告
が
必

要
に
な
り
ま
す
。 

※
課
税
売
上
高
に
は
次
の
金
額
が
含

ま
れ
ま
す
。 

・
商
品
や
製
品
の
販
売
代
金 

・
請
負
工
事
代
金
、
サ
ー
ビ
ス
料
等 

・
貸
店
舗
や
貸
事
務
所
の
賃
貸
料 

・
業
務
に
使
用
し
て
い
る
建
物
、
車

両
、
機
械
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
減

価
償
却
資
産
の
売
却
代
金 

●
収
入
及
び
経
費
を
集
計
す
る
際 

〔
一
般
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
及
び
各
経
費

の
金
額
を
、
標
準
税
率
10
％
、
軽
減

税
率
８
％
に
区
分
し
て
集
計
し
て

頂
く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

〔
簡
易
課
税
を
選
択
し
て
い
る
方
〕 

課
税
売
上
の
金
額
（
二
種
類
以
上

の
業
種
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
年

分
の
課
税
売
上
の
内
訳
を
そ
の
業

種
ご
と
に
区
分
し
た
金
額
）
を
、
標

準
税
率
10
％
、
軽
減
税
率
８
％
に

区
分
し
て
集
計
し
て
頂
く
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。 

●
納
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
た 

消
費
税
の
処
理 

 

令
和
六
年
分
の
消
費
税
の
確
定

申
告
で
消
費
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
し
た
方 

・
納
付
し
た
消
費
税
額
で
令
和
六
年

に
未
払
金
処
理
を
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
令
和
七
年
分
の
経
費
（
租

税
公
課
）
と
な
り
ま
す
。 

・
還
付
を
受
け
た
消
費
税
額
で
令
和

六
年
に
未
収
金
処
理
を
し
て
い
な

い
場
合
に
は
令
和
七
年
分
の
収
益

（
雑
収
入
）
と
な
り
ま
す
。 

（3） （2）

  

 

決

算

申

告

等

の

確

認

と

お

願

い 

 

会
勢
拡
大
出
陣
式
・役
員
研
修
会 

令
和
７
年
度 

 

 

◇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
し
ま
し
ょ
う
◇ 

第
10
回 

蕎
麦
打
ち
体
験 

を
大
切
に
会
勢
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
」
と
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。 

第
一
部
「
会
勢
拡
大
出
陣
式
」
で
は
、
青

色
申
告
会
連
合
会
の
会
勢
拡
大
出
陣
式
に

参
加
さ
れ
た
山
路
副
会
長
か
ら
、
東
京
地

区
四
十
七
会
の
現
況
説
明
と
令
和
八
年
度

税
制
改
正
要
望
意
見
の
主
な
内
容 

【
個
人
所
得
課
税
】 

① 

①
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
に
対
応

し
た
青
色
申
告
特
別
控
除
の
引
き
上
げ 

② 

②
青
色
事
業
主
勤
労
所
得
控
除
制
度
の
早

期
創
設
③
事
業
的
規
模
に
い
た
ら
な
い
不

動
産
所
得
者
の
青
色
申
告
特
別
控
除
十
万

円
を
二
十
万
円
へ
引
き
上
げ
等 

青
年
部 

～納税地が練馬西税務署・練馬東税務署管内の申告書の提出について～ 

令和 7 年 7 月 10 日より、上記税務署における書面提出の取扱い変更により、青色申告会では、従来より行っておりました申

告書等をお預かりして税務署への提出代行ができなくなりました。 

誠に恐縮ではございますが、今後の提出につきましては会員様にて所轄税務署に直接提出又は、業務センターへ郵送して頂き

ますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※提出用のみ郵送してください。控えを郵送しても受付印は捺印されません。税務署に持参した場合も控えに受付印は捺印ません。 

※税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただくようお願いいたします。 

※納税地が練馬区以外の方で、郵送先がわからない方は、青色申告会へお尋ねください。 

 

 

梶野会長あいさつ 

 に
つ
い
て
」
の
講
習
会
を
行
い
ま
し
た
。 

 

健
康
な
状
態
か
ら
フ
レ
イ
ル
状
態
（
年

齢
を
重
ね
て
身
体
や
心
が
衰
え
た
状
態
）

が
悪
化
す
る
と
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
し

ま
う
為
、
フ
レ
イ
ル
の
段
階
で
早
め
に
気

づ
い
て
対
策
を
す
れ
ば
、
健
康
な
状
態
へ

戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
の
予

防
と
対
策
を
学
び
ま
し
た
。 

 

講
師
を
お
引
き
受
け
頂
き
ま
し
た
柔

道
整
復
師
会
支
部
の
皆
様
、
ご
参
加
頂

き
ま
し
た
役
員
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

高
田)

 

十
月
十
三
日
（
月
）
～
十
四
日
（
火
）「
会

勢
拡
大
出
陣
式
・
役
員
研
修
会
」
を
山
梨
県

石
和
に
て
、
三
十
二
名
の
役
員
の
皆
様
に

ご
出
席
を
頂
き
開
催
致
し
ま
し
た
。 

物
故
者
に
対
す
る
黙
祷
、
吉
野
女
性
部

長
の
開
会
挨
拶
に
続
い
て
、
会
歌
斉
唱
を

行
い
ま
し
た
。 

梶
野
会
長
か
ら
「
支
部
会
を
出
発
と
し

て
秋
の
入
会
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
り
ま

す
。
私
た
ち
個
人
事
業
主
を
取
り
巻
く
環

境
が
な
か
な
か
良
く
な
ら
な
い
な
か
で
す

が
、
一
名
で
も
多
く
ご
入
会
頂
け
る
よ
う

皆
様
と
団
結
し
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

●｢

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
は
が
き｣ 

ま
た
は
「
通
知
書
」 

令
和
八
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬
に

税
務
署
よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。 

・
振
替
納
税
の
有
無 

・
予
定
納
税
額 

・
消
費
税
の
中
間
申
告
額 

な
ど
確
定
申
告
書
の
作
成
に
必
要
な

情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

※
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
送
信
さ
れ
た
方
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

●
三
年
分
の
決
算
書
・
申
告
書 

（
令
和
四
年
～
六
年
） 

純
損
失
の
繰
越
控
除
、
減
価
償
却

費
の
計
算
等
に
必
要
で
す
。 

●
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票 

 

令
和
八
年
一
月
中
旬
か
ら
下
旬

に
日
本
年
金
機
構
等
か
ら
送
付
予

定
で
す
。 

※
年
金
の
お
知
ら
せ
、
振
り
込
み
・
改

定
の
通
知
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
控
除
証
明
書
（
提
出
に
な
り
ま
す
。
） 

・
国
民
年
金
保
険
料 

・
国
民
年
金
基
金 

・
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除 

・
生
命
保
険
料
控
除 

・
地
震
保
険
料
控
除 

・
寄
付
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
等
） 

 

事
務
局
か
ら
の
お
願
い 

決
算
相
談
時
間
は
会
員
一
人

当
た
り

60
分
ま
で
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解

の
ほ
ど
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
カ
ー
ド
発
行
か
ら
十
年
）
と

電
子
証
明
書
（
発
行
か
ら
五
年
）

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
効
期
限

が
あ
り
ま
す
。
有
効
期
限
が 

切
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ｅ‐ 

Ｔ
ａ
ｘ
手
続
き
が
で
き
ま
せ
ん
。 

お
早
目
の
更
新
手
続
き
を
お
願

い
致
し
ま
す
。 

 

《
事
前
準
備
》 

《
消
費
税
の
事
前
準
備
》 

練馬西税務署・練馬東税務署の申告書の郵送先 

〒100-8156 東京都千代田区大手町 1 丁目 3 番 3号 大手町合同庁舎 3号館 

東京国税局業務センター大手町分室 

会勢拡大出陣式・役員研修会 
一般社団法人練馬西青色申告会 

 

 

 

会勢拡大出陣式 

【
消
費
課
税
】 

① 

①
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
負
担
軽

減
措
置
の
恒
久

化
②
軽
減
税
率

制
度
の
見
直
し

等
に
つ
い
て
の

説
明
を
致
し
ま

し
た
。 

 

休
憩
後
、
第
二

部
「
役
員
研
修

会
」
で
は
柔
道
整

復
師
会
支
部
に

よ
る
「
フ
レ
イ
ル

10
月
28
日
（
火
）
に
青
年
部
主
催
に
よ
る

「
そ
ば
打
ち
体
験
」
を
４
名
の
参
加
で
開
催
い

た
し
ま
し
た
。 

青
年
部
の
「
信
州
そ
ば
佐
久
」
の
紙
谷
副
部

長
に
講
師
を
お
願
い
し
、
手
本
を
見
せ
て
も
ら

い
な
が
ら
体
験
い
た
し
ま
し
た
。
少
し
の
水
の

量
で
そ
ば
を
こ
ね
は
じ
め
、
粉
か
ら
小
粒
の
塊

が
で
き
、
こ
こ
で
ほ
ん
の
少
し
水
を
足
し
て
か

ら
さ
ら
に
こ
ね
続
け
て
、
段
々
と
中
粒
、
大
粒

の
塊
と
な
り
一
塊
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
麺
の
棒
を
使
い
薄
く
引
き
伸
ば
せ
て
か

ら
、
細
く
切
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ 

打
っ
た
麺
を
紙
谷
さ
ん

に
湯
が
い
て
も
ら
い
、

美
味
し
い
お
蕎
麦
に
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

来
年
も
青
年
部
企
画

と
し
て
検
討
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
興
味
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。 

（
内
） 


